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 承第１号

 

 

 令和７年度香芝市一般会計補正予算（第１０号）の専決処分の

 　　　 報告及び承認について

 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度香芝市一般会計補正予算（第１０号）について、別紙のとおり専決処

 分したので、同条第３項の規定により報告し、その承認を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日報告

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第２号

 

 

香芝市乳児等通園支援事業の利用者負担に関する条例を制定する 

　　　ことについて 

 

 

 　香芝市乳児等通園支援事業の利用者負担に関する条例を次のとおり制定する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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 　　　香芝市乳児等通園支援事業の利用者負担に関する条例

 　（趣旨）

第１条　この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１

５第１項の規定により香芝市が実施する乳児等通園支援事業（以下「事業」

という。）において、事業を利用する乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」と

いう。）の保護者が負担する費用（以下「利用者負担金」という。）に関し、

 必要な事項を定めるものとする。

 　（利用者負担金）

第２条　利用乳幼児の保護者は、事業を利用しようとするときは、利用者負担

 金を支払わなければならない。

２　利用者負担金の額は、利用乳幼児１人につき、１時間当たり３００円とす

 る。

 　（減免）

第３条　市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担金を減額し、又

 は免除することができる。

 　（還付）

第４条　既納の利用者負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要がある

 と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 　（委任）

第５条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

 市長が規則で定める。

 　　　附　則

 　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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 議第３号

 

 

 香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

 　　　　関する条例の一部を改正することについて

 

 

　香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

 部を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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　　　香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

 の一部を改正する条例

　香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

 和３２年条例第３７号）の一部を次のように改正する。

　別表７の項中「１３０，０００円」を「１校につき１３０，０００円」に、

「児童・生徒数」を「児童及び生徒の数」に、「４０円」を「８０円」に、「

１１０，０００円」を「１校につき１１０，０００円」に、「４８，０００円

」を「１校につき４８，０００円」に、「７０，０００円」を「１施設につき

７０，０００円」に、「乳児・幼児数」を「乳児及び幼児の数」に、「６３，

０００円」を「１施設につき６３，０００円」に、「２６，０００円」を「１

 園につき２６，０００円」に改める。

 　　　附　則

 　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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 議第４号

 

 

 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

 　　　　ことについて

 

 

 　香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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　　　香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

　香芝市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第３２号）の一

部を次のように改正する。 

　第８条の２第６項を同条第７項とし、同条第５項中「自動車等」の次に「及

び駐車場等」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、

同条第３項中「月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合

として市長が規則で定める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条

 第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３　第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（

その所在地及び利用形態が市長が規則で定める要件を満たすものに限る。第

１号及び第６項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担

することを常例とするもの（市長が規則で定める職員を除く。）の通勤手当

の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、

 当該各号に定める額とする。

　(1) 駐車場等に係る通勤手当　支給単位期間につき、５，０００円を超えな

い範囲内で１月当たりの駐車場等の料金に相当する額として市長が規則で

 定める額

 　(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当　前項の規定による額

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

 　（香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２　香芝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例

 第５号）の一部を次のように改正する。

　　第２８条第２項中「第６項」を「第７項」に改め、同項に後段として次の

 ように加える。

　　　この場合において、支給する費用弁償の額は、１週間の勤務時間が割り

 振られた日の日数を考慮して、規則で定める。
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 議第５号

 

 

 香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

 　　　 条例等の一部を改正することについて

 

 

　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

 を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　

 

 

 



- 9 -

　　　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例 

　（香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

 改正）

第１条　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（

 平成２６年条例第１３号）の一部を次のように改正する。

　　第２４条第２項中「保育士」の次に「（奈良県の区域に係る法第１８条の

２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。）を含む。

 ）」を加える。

　　第３０条第１項中「保育士」の次に「（地域限定保育士を含む。次項にお

 いて同じ。）」を加える。

　　第３２条第１項中「保育士」の次に「（地域限定保育士を含む。次項にお

 いて同じ。）」を加え、「以下この条」を「次項」に改める。

　　第４５条第１項中「保育士」の次に「（地域限定保育士を含む。次項にお

 いて同じ。）」を加える。

　　第４８条第１項中「保育士」の次に「（地域限定保育士を含む。次項にお

いて同じ。）」を加え、「修了した者（以下この条」を「修了した者（次項

 」に改める。

　（香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

 を改正する条例の一部改正）

第２条　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

 一部を改正する条例（令和６年条例第８号）の一部を次のように改正する。

　　附則第２項中「保育士」の次に「（奈良県の区域に係る児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第１８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。

）」を加え、「この条例による改正後の」を削り、「改正前の香芝市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」の次に「（次項にお

 いて「令和６年改正前条例」という。）」を加える。

 　　附則に次の１項を加える。

　３　前項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和６年改正前条

例第３０条第２項、第３２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項

の規定中「保育士」とあるのは、「保育士（奈良県の区域に係る法第１８

 条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）」とする。

　（香芝市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

 部改正）

第３条　香芝市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
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 （令和７年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

　　第２２条第１項中「国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第

１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援事

業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定

保育士」を「奈良県の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育

 士を含む」に改める。

　（香芝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

 の一部改正）

第４条　香芝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

 条例（平成２６年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

　　第１１条第３項第１号中「保育士」の次に「（奈良県の区域に係る法第１

 ８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）」を加える。

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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議第６号 

 

 

 香芝市国民健康保険条例の一部を改正することについて

 

 

 　香芝市国民健康保険条例の一部を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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 　　　香芝市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　香芝市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２号）の一部を次のように改正

 する。

 　第１０条の２を次のように改める。

　（保険料の賦課額） 

第１０条の２　保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

　(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保

　　険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規

 　　定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）

　(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課

　　額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢

 　　者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）

　(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令

　　第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以

　　下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令第２

 　　９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）

  (4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付

　　金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子

 　　ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。）

　第１０条の２の２第１号ロ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者医療確

保法」に、「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」と

いう。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、

同号ヘ中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納

付金」に改め、同条第２号ロ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及

 び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。

   第１３条の５の３中「６５万円」を「６６万円」に改める。

　第１３条の６中「ことに」を「ことと」に改め、同条第１号中「同じ。）」

 の次に「の額」を加える。

　第１３条の６の４第３号イ中「ロ又はハに掲げる世帯」を「特定世帯又は特

 定継続世帯」に改める。

 　第１３条の６の９中「２４万円」を「２６万円」に改める。

　第１３条の６の１０中「ことに」を「ことと」に改め、同条第１号中「同じ。

 ）」の次に「の額」を加える。

 　第１３条の１１の次に次の５条を加える。
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   （子ども・子育て支援納付金賦課総額）

第１３条の１２　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第

　１６条の２、第１６条の４、第１６条の５及び第１６条の６の規定により子

　ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その

　減額することとなる額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金

　賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額

　の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第２０条第

　１項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の

　見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見

 　込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

 　(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

　　イ　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（奈

　　　良県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て

　　　支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。

 　　　）の額

　　ロ　第１６条の６に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額

　　　の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額

 　　　の総額

　(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

　　イ　法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交

　　　付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

　　　るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健

 　　　康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額

　　ロ　その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

　　　納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第

　　　７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金

 　　　を除く。）の額

　(3) 当該年度における第２０条第１項の規定による子ども・子育て支援納付

 　　金賦課額の減免の額の総額

 　（子ども・子育て支援納付金賦課額）

第１３条の１３　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、

　その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

　合算額の総額に、その世帯に属する１８歳以上被保険者（国民健康保険法施

　行令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下

　同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額と
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 　する。

 　（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定）

第１３条の１４　前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前

　年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗

 　じて算定する。

 　（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）

第１３条の１５　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおり

 　とする。

 　(1) 所得割　１００分の０．３１

 　(2) 被保険者均等割　被保険者１人につき年額１，７００円

　(3) １８歳以上被保険者均等割　１８歳以上被保険者１人につき年額２００

 　　円

 　（子ども・子育て支援納付金賦課限度額）

第１３条の１６　第１３条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万

 　円を超えることができない。

　第１５条の２第１項中「第１０条の２」を「第１０条の２各号」に、「又は

介護納付金賦課額」を「、介護納付金賦課額又は子ども・子育て支援納付金賦

 課額」に改める。

　第１６条の見出し中「、消滅」を「若しくは消滅」に改め、同条第１項中「

増加」を「増加し、」に、「なくなった、若しくは」を「なくなった若しくは

」に、「若しくは第１３条の６の２」を「、第１３条の６の２若しくは第１３

条の１３」に改め、「第３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。）に定める額」の次に「若しくは同条第４項各号に定める額

」を、「第１６条の４第１項（同条第２項」の次に「又は第３項」を加え、「

定める第１３条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の

５を乗じて得た額、第１６条の４第３項第１号（同条第４項」を「定める額、

同条第４項（同条第５項又は第６項」に、「又は第４項」を「から第５項まで

」に、「若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替

えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額」を「、同条第６

項各号（同条第８項から第１０項までの規定により読み替えて準用する場合を

含む。次項において同じ。）に定める額若しくは第１６条の６第１項に定める

額」に改め、同条第２項中「若しくは第１３条の６の２の額若しくは第１３条

の７」を「、第１３条の６の２、第１３条の７若しくは第１３条の１３」に、

「、第１６条の４第１項に定める第１３条の基礎賦課額の被保険者均等割の保

険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第１６条の４第３項第１号に定



- 15 -

める額」を「若しくは同条第４項各号に定める額、第１６条の４第１項に定め

る額、同条第４項に定める額」に、「若しくは同条第５項各号に定める額」を

 「、同条第６項各号に定める額若しくは第１６条の６に定める額」に改める。

　第１６条の２第１項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同項第１号中「

保険料賦課期日」を「保険料の賦課期日」に改め、「第３号」の次に「並びに

第４項」を加え、同項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に、「

保険料賦課期日」を「保険料の賦課期日」に改め、同項第３号中「５６万円」

を「５７万円」に、「保険料賦課期日」を「保険料の賦課期日」に改め、同条

第２項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に改め、

 同条第３項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条に次の１項を加える。

４　次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ど

　も・子育て支援納付金賦課額は、第１３条の１３の子ども・子育て支援納付

　金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額

 　して得た額が３万円を超える場合には、３万円）とする。

　(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

　　区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２

　　項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

　　にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

　　に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料

　　の納付義務者　イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

　　分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

　　されるものの数を乗じて得た額及びロに掲げる額に当該世帯に属する被保

　　険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被

　　保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した

 　　額

　　イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の額

 　　　に１０分の７を乗じて得た額

　　ロ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

 　　　均等割の額に１０分の７を乗じて得た額

　(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

　　区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２

　　項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

　　にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

　　に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１万円に当該年度の保険

　　料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その
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　　発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定

　　同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

　　帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者　イに掲

　　げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支

　　援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

　　て得た額及びロに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

　　の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定

 　　の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した額

　　イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の額

 　　　に１０分の５を乗じて得た額

　　ロ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

 　　　均等割の額に１０分の５を乗じて得た額

　(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

　　区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２

　　項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合

　　にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

　　に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７万円に当該年度の保険

　　料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その

　　発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定

　　同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

　　帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者　イに

　　掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て

　　支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

　　じて得た額及びロに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

　　分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算

 　　定の対象とされるものの数を乗じて得た額を合算した額

　　イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の額

 　　　に１０分の２を乗じて得た額

　　ロ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

 　　　均等割の額に１０分の２を乗じて得た額

　第１６条の３中「及び前条第１項」を「、第１３条の６の３、第１３条の８

及び第１３条の１４並びに前条第１項（同条第２項又は第３項の規定により読

 み替えて準用する場合を含む。）及び同条第４項」に改める。

　第１６条の４第１項中「第３項」を「第４項」に改め、同条第４項中「「後

期高齢者支援金等賦課額」と」の次に「、「第１６条の２第１項各号」とある
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のは「第１６条の２第２項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」

を加え、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次

 の１項を加える。

３　第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

　る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

　支援納付金賦課額」と、「第１３条」とあるのは「第１３条の１５」と読み

 　替えるものとする。

 　第１６条の４に次の１項を加える。

６　第４項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用す

　る。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

　支援納付金賦課額」と、「第１６条の２第１項各号」とあるのは「第１６条

　の２第４項各号」と、「第１３条」とあるのは「第１３条の１５」と読み替

 　えるものとする。

　第１６条の５第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６

項第８号」に、「第５項に」を「第６項に」に、「６５万円」を「６６万円」

に改め、同項第１号中「第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に改

め、同条第３項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円

」に改め、同条第４項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第８項中「

第５項」を「第６項」に、「第６項」を「第７項」に、「６５万円」を「６６

万円」に改め、「１７万円」と」の次に「、「第１６条の２第１項各号」とあ

るのは「第１６条の２第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と

」を加え、同項を同条第９項とし、同条第７項中「第５項」を「第６項」に、

「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」と、「第１６条

の２第１項各号」とあるのは「第１６条の２第２項の規定により読み替えられ

た同条第１項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条中第６項を第７項と

し、同条第５項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同項を同条第６項とし、

 同条第４項の次に次の１項を加える。

５　第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

　いて準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子

　ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保

　険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１０条の３」とあるの

　は「第１３条の１３」と、「６６万円」とあるのは「３万円」と読み替える

 　ものとする。

 　第１６条の５に次の１項を加える。

１０　第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に
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　ついて準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「

　子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被

　保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１０条の３」とある

　のは「第１３条の１３」と、「６６万円」とあるのは「３万円」と、「第１

　６条の２第１項各号」とあるのは「第１６条の２第４項各号」と読み替える

 　ものとする。

  第１６条の６第１項中「及び第１３条の８」を「、第１３条の８及び第１３

条の１４」に、同条第２項中「及び第１３条の７」を「、第１３条の７及び第

１３条の１３」に改め、同条を第１６条の７とし、第１６条の５の次に次の１

 条を加える。

　（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者

 　均等割額の減額）

第１６条の６　当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の

　３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）が

　ある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育

　て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第１３条の１５の子ども・子育

　て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第１６条の

　２第４項、第１６条の４第３項の規定により読み替えられた同条第１項若し

　くは同条第６項の規定により読み替えられた同条第４項又は前条第５項の規

　定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１０項の規定により読み

　替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る

　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

　に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下

 　同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

 　（経過措置）

２　改正後の香芝市国民健康保険条例の規定は、令和８年度以後の年度分の保

険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従

 前の例による。
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 議第７号

 

 

 香芝市都市公園条例等の一部を改正することについて

 

 

 　香芝市都市公園条例等の一部を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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 　　　香芝市都市公園条例等の一部を改正する条例

 　（香芝市都市公園条例の一部改正）

第１条　香芝市都市公園条例（昭和５２年条例第１４号）の一部を次のように

 改正する。

 　　題名の次に次の目次を付する。

 　目次

 　　第１章　総則（第１条・第２条）

 　　第２章　公園の管理（第３条―第１３条）

 　　第２章の２　工作物等の保管の手続等（第１３条の２―第１３条の６）

 　　第３章　雑則（第１４条―第２２条）

 　　第４章　罰則（第２３条―第２６条）

 　　附則

 　　第７条中「市」を「香芝市（以下「市」という。）」に改める。

　　第７条の４第１項第２号中「損傷」を「損傷し、」に改め、同条に次の３

 項を加える。

　３　第１項本文の規定にかかわらず、屋内プール全部専用利用（別表第１に

掲げる香芝市スポーツ公園プールのうち、屋内プールその他市長が規則で

定める施設を団体で専用して利用することをいう。以下同じ。）をしよう

 とするものは、市長の許可を受けなければならない。

　４　第２項の規定は、前項の許可をする場合に準用する。この場合において、

第２項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「前項」とあるのは「次

 項」と読み替えるものとする。

　５　屋内プール全部専用利用及び屋内プール一部専用利用（別表第１に掲げ

る香芝市スポーツ公園プールのうち、屋内プールの特定のコースを団体で

専用して利用することをいう。以下同じ。）は、次に掲げる目的のための

 利用に限るものとする。

 　　(1) 香芝市立の小学校及び中学校の授業

 　　(2) 市長が必要と認める大会

　　(3) 市又は別表第１に掲げる香芝市スポーツ公園プールに係る指定管理者

 が行う事業

　　第１６条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第２号中「本

 市」を「市」に改める。

 　（香芝市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条　香芝市都市公園条例の一部を改正する条例（令和７年条例第１８号）

 の一部を次のように改正する。
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　　別表第１の改正規定中「別表第１」を「別表第１中「第７条関係」を「第

 ７条、第７条の４関係」に改め、同表」に改める。

 　　別表第３の改正規定を次のように改める。

 　　　別表第３を次のように改める。
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 別表第３（第１１条の２、第２１条の６関係）

　１　有料公園施設の使用料 
　　(1) 香芝市高塚グラウンド 

区分 8:00～1 10:00～1 12:00～1 14:00～1 16:00～1 18:00～2
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 1:00

850円 850円 850円 850円 850円 1,200円

備考 
　１　入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するものとす

　　る。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。 
　　(1) 入場料を徴収する場合 
　　(2) 商品等を展示し、又は販売する場合 
　　(3) その他これらに準ずる場合 
　２　使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時間未満

　　の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使用料の１００

　　分の１３０に相当する額（１０円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り

　　捨てる。）とする。 
　３　香芝市内に在住し、又は在勤する者（以下「在住在勤者」という。）以外の者

　　が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当する額とする。

　　(2) 香芝市高塚テニスコート 

区分（１ 7:00～9: 9:00～1 11:00～ 13:00～ 15:00～ 17:00～ 19:00～
コートに 00 1:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
つき）

1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円

備考 
　１　入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するものとす

　　る。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。 
　　(1) 入場料を徴収する場合 
　　(2) 商品等を展示し、又は販売する場合 
　　(3) その他これらに準ずる場合 
　２　使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時間未満

　　の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使用料の１００

　　分の１３０に相当する額（１０円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り

　　捨てる。）とする。 
　３　在住在勤者以外の者が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当する額

　　とする。

　　(3) 香芝市スポーツ公園プール 

室名 区分 使用料

プール 夏期 高校生以上 １日当たり800円 
回数券（11日分）8,000円

小・中学生 １日当たり400円 
回数券（11日分）4,000円

夏期以外 高校生以上 １日当たり600円 
回数券（11日分）6,000円

小・中学生 １日当たり300円 
回数券（11日分）3,000円

屋内プール全部専用利用 １時間当たり16,000円
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屋内プール一部専用利用 １コースにつき１時間当たり
1,800円

室名 区分及び使用料

多目的室 9:00～12 12:00～1 17:00～2 9:00～17 12:00～ 9:00～2
:00 7:00 1:00 :00 21:00 1:00

2,000円 3,000円 3,000円 5,000円 6,000円 8,000円

会議室 9:00～12 12:00～1 17:00～2 9:00～17 12:00～ 9:00～2
:00 7:00 1:00 :00 21:00 1:00

2,000円 3,000円 3,000円 5,000円 6,000円 8,000円

備考 
　１　「夏期」とは、７月１日から９月３０日までをいう。 
　２　小学校就学前の乳児及び幼児のプールの使用料並びに第７条の４第５項第１号

　　に掲げる目的のため屋内プール全部専用利用をする場合における当該利用に係る

　　使用料は、無料とする。 
　３　入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するものとす

　　る。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。 
　　(1) 入場料を徴収する場合 
　　(2) 商品等を展示し、又は販売する場合 
　　(3) その他これらに準ずる場合 
　４　使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時間未満

　　の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使用料の１００

　　分の１３０に相当する額（１０円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り

　　捨てる。）とする。 
　５　在住在勤者以外の者が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当する額

　　とする。

　２　附属設備及びその使用料 
　　規則で定める附属設備については当該規則で定める額 
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 　　　附　則

　この条例中第１条の規定は令和８年４月１日から、第２条の規定は公布の日

 から施行する。
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 議第８号

 

 

香芝市下水道条例の一部を改正することについて 

 

 

 　香芝市下水道条例の一部を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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 　　　香芝市下水道条例の一部を改正する条例

 　香芝市下水道条例（平成２年条例第８号）の一部を次のように改正する。

 　第２７条第３項第１号を次のように改める。

 　(1) 水量使用料　次の表のとおりとする。
 
 区分 １立方メートル当たり使用料金額
 

   公衆浴場（共同浴 ９０円
  場を含む。）

  一般排水
    その他の排水 １４０円

 
 
 中間排水 １９０円
 

特定排水 ２４０円

 　第２７条第３項第２号中「次表」を「次の表」に改める。

 　　　附　則

 　この条例は、令和８年１０月１日から施行する。
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 議第９号

 

 

 香芝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正すること

 　　　　 について

 

 

 　香芝市消防団員等公務災害補償条例の一部を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史
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　　　香芝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

　香芝市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

　題名の次に次の目次を付する。 

 目次

　第１章　総則（第１条―第３条） 

　第２章　損害補償（第４条―第２５条） 

　第３章　雑則（第２６条―第２９条） 

 　附則

　第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号

ただし書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「

１００円を、第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円を、第

３号から第６号まで」を「４３３円を、第２号から第５号まで」に改め、同項

中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り

 上げる。

 　第６条中「市」を「香芝市（以下「市」という。）」に改める。

　第８条の２第１項中「１年６箇月」を「１年６月」に改め、同条第４項中「

 新たに」を「、新たに」に改める。

 　第１１条第２項中「向って」を「向かって」に改める。

 　第１５条第１項中「一に」を「いずれかに」に改める。

 　第１６条各号中「とき」を「とき。」に改める。

　第１６条の２第１項中「補償基礎額」を「、補償基礎額」に、「、遺族補償

年金」を「遺族補償年金」に改め、同項第２号中「非常勤消防団員等」を「、

非常勤消防団員等」に改め、同項第３号中「１０００倍」を「１，０００倍」

 に改める。

　第２１条中「３箇月」を「３月」に、「わからない」を「分からない」に改

 める。

　第２３条第２項中「、救急業務」を「救急業務」に改め、同条第３項中「当

 該傷病補償年金」を「、当該傷病補償年金」に改める。

　別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」を

「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，０００円」に、「１１，

３００円」を「１１，６７０円」に、「１２，１００円」を「１２，５００円

」に、「９，７００円」を「１０，０００円」に、「１０，５００円」を「１

 ０，８４０円」に改め、同表備考２中「１の」を「一の」に改める。

　　　附　則 
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 　（施行期日）

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 　（経過措置）

２　改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の

日以後に支給すべき事由の生じた香芝市消防団員等公務災害補償条例第５条

第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支

給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する

傷病補償年金、同条第４号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イに規

定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、

同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び

同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につい

 ては、なお従前の例による。
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 議第１０号

 

 

 令和７年度香芝市一般会計補正予算（第１１号）について

 

 

　令和７年度香芝市一般会計補正予算（第１１号）について、別紙のとおり議

 決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第１１号

 

 

 令和７年度香芝市一般会計補正予算（第１２号）について

 

 

　令和７年度香芝市一般会計補正予算（第１２号）について、別紙のとおり議

 決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 

 

 

 



- 32 -

 議第１２号

 

 

 令和７年度香芝市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

 　　　　について

 

 

　令和７年度香芝市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、別紙

 のとおり議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第１３号

 

 

 令和７年度香芝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

 　　　 について

 

 

　令和７年度香芝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、別

 紙のとおり議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第１４号

 

 

 令和７年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第２号）

 　　　　　について

 

 

　令和７年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、別紙のと

 おり議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第１５号

 

 

 令和７年度香芝市土地取得特別会計補正予算（第１号）

 　　　　　について

 

 

　令和７年度香芝市土地取得特別会計補正予算（第１号）について、別紙のと

 おり議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第１６号

 

 

 令和７年度香芝市財産区財産特別会計補正予算（第１号）

 　　　　 について

 

 

　令和７年度香芝市財産区財産特別会計補正予算（第１号）について、別紙の

 とおり議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第１７号

 

 

 令和８年度香芝市一般会計予算について

 

 

 　令和８年度香芝市一般会計予算について、別紙のとおり議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第１８号

 

 

 令和８年度香芝市国民健康保険特別会計予算について

 

 

　令和８年度香芝市国民健康保険特別会計予算について、別紙のとおり議決を

 求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第１９号

 

 

 令和８年度香芝市後期高齢者医療特別会計予算について

 

 

　令和８年度香芝市後期高齢者医療特別会計予算について、別紙のとおり議決

 を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第２０号

 

 

 令和８年度香芝市介護保険特別会計予算について

 

 

　令和８年度香芝市介護保険特別会計予算について、別紙のとおり議決を求め

 る。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第２１号

 

 

 令和８年度香芝市土地取得特別会計予算について

 

 

　令和８年度香芝市土地取得特別会計予算について、別紙のとおり議決を求め

 る。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第２２号

 

 

 令和８年度香芝市財産区財産特別会計予算について

 

 

　令和８年度香芝市財産区財産特別会計予算について、別紙のとおり議決を求

 める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 
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 議第２３号

 

 

 令和８年度香芝市下水道事業会計予算について

 

 

 　令和８年度香芝市下水道事業会計予算について、別紙のとおり議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史
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 議第２４号

 

 

 財産の無償譲渡について

 

 

　次の財産を無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

 ７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

 

 １　譲渡する財産

 　　建物　

 　　（一棟の建物の表示）

　　　所在　香芝市今泉３６３番地 

　　　構造　軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建 

 　　　床面積　１階　２４５．７０平方メートル

 　　　　　　　２階　１２３．１９平方メートル

 　　（専有部分の建物の表示）

 　　　家屋番号　今泉３６３番の２

　　　建物の名称　１０２号 

 　　　種類　保育所

　　　構造　軽量鉄骨造１階建 

 　　　床面積　２階部分　１１８．５９平方メートル

 ２　譲渡の目的

　　保育及び教育の質を向上させ、志都美こども園の安定的かつ継続的な運営

 　に資するため、建物の無償譲渡を行うものである。
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３　譲渡の相手方 

　　香芝市逢坂一丁目３７４番地１ 

　　社会福祉法人香芝市社会福祉協議会 

　　理事長　高橋　進 

 ４　譲渡する日

 　　令和８年４月１日
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 同第１号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　 細　川　浩　一  　　　　　　　　
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 同第２号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　 縄　田　多賀司  　　　　　　　　

 



- 48 -

 同第３号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　　　   
 平　山　巳根男  　　　　　　　　
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 同第４号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　 林　　栄　一　  　　　　　　　　
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 同第５号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　　　   
 福　井　由美子  　　　　　　　　
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 同第６号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　　　   
 木　南　佐惠子  　　　　　　　　
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 同第７号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　 山　田　　和　  　　　　　　　　
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 同第８号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　　 高　岡　平　典  　　　　　　　　
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 同第９号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　　　 増　田　順　弘  　　　　　　　　

 



- 55 -

 同第１０号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　 山　本　一　男  　　　　　　　　
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 同第１１号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　 尾　田　正　幸  　　　　　　　　
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 同第１２号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　 山　本　和　稔  　　　　　　　　
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 同第１３号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　 吉　田　昌　弘  　　　　　　　　
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 同第１４号

 

 

 香芝市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

 

 

　令和８年３月３１日付けで任期満了予定の香芝市農業委員会の委員の任命に

ついて、次の者を本市農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

 を求める。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　　　   
 澤　田　　齊　  　　　　　　　　
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同第１５号 

 

 

香芝市固定資産評価員の選任につき同意を求めること 

　　　　　 について 

 

 

　香芝市固定資産評価員の選任について、次の者を本市固定資産評価員に選任

したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定

により、議会の同意を求める。 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　　　   
 田　中　宏　樹  　　　　　　　　
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諮第１号 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

　次の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　　　   
 　井　上　良　美  　　　　　　　　
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諮第２号 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

　次の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　 　 　本　辰　雄  　　　　　　　　
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諮第３号 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

　次の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史 

 

 

 

        住　　　　所      氏　　名     生 年 月 日

   
 　　　　　　　　　　　 　松　浦　昌　要  　　　　　　　　

 

 


